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『エネルギー（圧縮空気等）の見える化による省エネ診断事業』 

参加事業者 募集 
 

川崎市内の中小企業の脱炭素経営を支援する事業「エネルギー（圧縮空気等）の見える化による省エ

ネ診断事業」の参加事業者を募集いたします。 

本事業は。環境省令和７年度「地域における地球温暖化防止活動促進に対する補助事業（デコ活事

業）」を活用し、川崎市地球温暖化防止活動推進センターが実施するものです。 

                                                         

【募集内容】 

■概要 

・空気の漏れ等のエネルギーに関する現状把握を希望する中小企業を募集 

(１)ウォークスルー診断（３事業者）：空気漏れをエアリークカメラなどで診断 

(２)「エネルギーの見える化計測器」計測（１事業者）：計測により定量化し踏み込んだ診断 

※ (１)の３事業者のうち 1 事業者 

・参加費：無料 

■事業内容 

(１)ウォークスルー診断 

 

 エアーリークカメラの映像（昨年度の事例） 

 

 

(２)エネルギーの見える化計測器 計測診断 

・ウォークスルー診断を行った参加事業者の中の１事業者を対象に実施。 

（対象事業者は、参加事業者の要望と専門家のアドバイスを参考に決定いたします。） 

・電力、空気圧を把握する「エネルギーの見える化ツール」を工場に設置 

・エネルギー使用状況を実測し、省エネコンサルティングを実施 

 



〔計測機器設置について〕 

‐電力測定のため、電源盤へ測定器を設置 

⇒電力等の停止はなく、配電盤内の配線に機器をクランプで止めることで計測 

‐空気のエネルギー測定のためエアー配管のカプラ部に計測器を設置 

⇒空気配管のカプラ部への計測器の取り付け作業のため、該当配管部分の空気の使用の 

一時停止が必要（配管の切断はしない） 

 

■参加事業者説明会 

   ：７月 17 日（木）午前 10 時から 高津市民館 にて 

    

■参加要件 (本事業への参加ついては、以下要件を承諾の上、お申込みください) 

1. 「中小企業向け CO2 排出算定ツール」（電力、ガス、ガソリン等 CO2 排出状況を把握）を活用すること 

2. 事前に省エネ診断に必要なデータを提供すること 

3. ウォークスルー診断を実施し、診断に基づき省エネアドバイスを実施 

4. エネルギーの見える化計測器計測診断「エネルギーの見える化ツール」の設置、およびに撤去の作業に際して、該

当する各種装置類の停止を許容する。なお、作業にあたり、万一損害が発生した場合については、川崎市地球温暖

化防止活動推進センターが責任を持つ。 

5. 本事業に関するコンサルタントを派遣し、参加事業者へのCO2排出量削減の支援を行う。 

6. 本事業で知り得た参加事業者の情報については、第三者には開示しない。 

7. 当センターは、本事業を通じて得られたデータ（業種、所在地、エネルギー使用量、エネルギーコスト、アドバイス内

容等）を参加事業者が特定できない形に加工して、公共の政策目的のための情報提供事業に利用する。ただし、必

要がある場合は、当該事業者の了解を得た上で当該事業者の情報を公表できる。 

8. 反社会的勢力に関係する事業者は、本事業に参加できない。 

9. 事務局は当センターが担う。 

     

■募集開始 

：2025年6⽉18⽇（水）から（募集件数：３事業者、先着順） 

申し込みフォーム 

--------------------------------------------------------------------- 

https://forms.gle/xyGUVu4z4KR4rYDJ8 

--------------------------------------------------------------------- 

 

主催：川崎市地球温暖化防止活動推進センター 

 

メールアドレス：office@kwccca.com  


